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Ⅰ　各任命権者からの報告の概要
 １．職員の任免及び職員数に関する状況

（１）職員の採用の状況           

　　平成26年度の職員採用は、一般行政職６人、医療職３人（看護師３人）の合計９人です。

（２）再任用の状況            

　　再任用職員は、高齢者雇用の推進等のため定年退職者等のうち、あらためて採用される職員で、地方公務員法

　第28条の４の規定により採用される常時勤務職員と、同法第28条の５の規定により採用される短時間勤務職員が

　　います。平成26年度において、再任用職員の採用はありません。

行政職 保育士 技能労務職 医療職 計

定年退職 ２人 １人 １人 ４人

早期退職 ２人 １人 １人 ４人

自己都合 １人 １人

その他 （死亡）

合　　計 ４人 １人 １人 ３人 ９人

（４）部門別職員数の状況と主な増減理由　　　　（各年4月1日現在）

区　分 職員数
増減数 主な増減理由

部　門 26 年度 27 年度

一
般
行
政

議　会 ２人 ２人 ０人

総　務 ２９人 ３２人 ３人 企画部門職員の増

税　務 １１人 １１人 ０人

労　働 １人 １人 ０人

農林水産 １３人 １４人 １人 農林部門 （林野庁） への研修派遣

商　工 ４人 ４人 ０人

土　木 ９人 ９人 ０人

民　生 １７人 １５人 ▲２人 保育園職員の減

衛　生 ９人 ９人 ０人

小　計 ９５人 ９７人 ２人

特
別
行
政

教　育 ２３人 １９人 ▲４人 学校給食共同調理場職員の減

公
営
企
業
等

病　院 ５０人 ４９人 ▲１人 看護部門職員の減

水　道 ３人 ３人 ０人

下水道 ４人 ４人 ０人

その他 １３人 １３人 ０人

小　計 ７０人 ６９人 ▲１人

合　　　計 １８８人 １８５人 ▲３人

　（３）職員の退職の状況
　■平成26年度における職員の退職の状況は下表のとおりです。

■問い合わせ　総務課総務係　☎85－6120

人事行政の運営等の状況を公表します
　町政に対してより一層のご理解をいただくために、平成17年12月に制定されました「白鷹町人事行政
の運営等の状況の公表に関する条例」に基づき、人事行政の運営等の状況についてお知らせいたします。


